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名古屋城

熱田支部広報担当

山守 貴英
撮影は11月17日の日曜日、名古屋城秋まつり開催中の名古
屋城にて行いました。
イベントの一環として火縄銃の解説・実演が行われていまし
た。もちろん圧巻だったのは、司会者の「放てー！」の号令に従
い一斉に発射された大砲の様な銃声で、親に連れられて見物に
来ていた幼児が何人も泣き出すほどでした。

表 紙
写 真

柔道整復師倫理綱領

　国民医療の一端として柔道整復術は、国民大衆に広く
受け入れられ、民族医学として伝承してきたところであ
るが、限りない未来へ連綿として更に継承発展すべく、
倫理綱領を定めるものとする。
　ここに柔道整復師は、その名誉を重んじ、倫理綱領の
崇高な理念と、目的達成に全力を傾注することを誓うも
のである。

 1. 柔道整復師の職務に誇りと責任をもち、仁慈の
心を以て人類への奉仕に生涯を貫く。

 2. 日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範とな
るべく人格の陶冶に努める。

 3. 相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守
り、業務を遂行する。

 4. 学問を尊重し技術の向上に努めると共に、患者
に対して常に真摯な態度と誠意を以て接する。

 5. 業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、
信条、性別、社会的地位などにかかわらず患者
の回復に全力を尽くす。
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